
必ずチェック最低賃金！

長野県最低賃金は

時間額
７ ９ ５

成２９年１０月１日から適用

JL.｡長野県最低賃金改正匹叛知友隻｡｡｡11.

　長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用

しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が改正され

ます。

　最低賃金は、最低賃金法に基づき、使用者は、最低賃金額以上の賃

金を労働者に支払わなければいけないとされている制度です。この機

会に、是非、支払われている賃金を適用される最低賃金額以上である

か確認をしてみてください。（印刷・製版業にっぃては、平成２８年１２月３１

口から長野県印刷・製版業最低賃金７８１円が適用されてぃますが、平成２９年１０月

↓日からは長野県印刷・製版業最低賃金の改正が行われるまでの間は、長野県最低賃金
が適用されます。）

　なお、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対

応する賃金であって、最低賃金額との比較に当たって臨時に支払われ

る賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは算入されません。

　また、厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規

模事業者への支援事業等として、「最低賃金総合相談支援センターの

設置・運営」、「業務改善助成金の支給」及び「業種別中小企業団体

助成金の支給」を実施しております。詳しくは、長野労働局雇用環

境・均等室（電話０２６－２２３－０５６０）までお問い合わせ下さい。

お問い合わせは、

　最寄りの労働基準監督署　又は

　長野労働局労働基準部賃金室（電話０２６
までどうぞ。

２２３-０５５５）

長野労働局
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